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次の業務に主として従事する方

塗　料　製　　造　　業
1，070円

（1）ラベルはりの業務

（2）手作業による空き缶及びふたの取り

そろえ並びに充てんラインへの送給、

包装、箱詰め、袋詰め、こん包又は
18リットル缶未満の充てん製品運搬

（令和5年12月1日） の業務

鉄　　　　鋼　　　　業
1，066円

（1）18歳未満又は65歳

（令和5年12月1日）
以上の方

はん用機械器具製造業、
生産用機械器具製造業、
業務用機械器具製造菓、
暖房・調理等装置，配管工事用附属品、

1，070円 （2）雇入れ後3月未満の

技能習得中の方
金　属　線　製　晶　製　造　業　、
船　舶　製　造　・　修　理　業　，

舶　用　機　関　製　造　業 （令和5年12月1日）

電子部品・デバイス・電子回路、

電　気　機　械　器　具　、
情報通信機械器具製造業

1，068円　　　　　　、

（3）清掃又は片付けの

業務に主として

従事する方

次の業務に主として従事する方
（1）手作業による包装又は袋詰めの業務

②部品の組立て又は加工の業務のうち、

手工具又は小型動力工具を使用して
行う組線、取付け、かしめ、巻線若しく

（令和5年12月1日） は刻印の業務

自動車・同附属品
製　　　　造　　　　業

1C68円
（令和5年12月1日）

非鉄金属・同合金圧延業、
1，064円

「≡1　　『

電線・ケーブル製造業
大阪府最低賃金
（△和5年10月1日）

（注） 地域別最低賃金と特定最低賃金

自　動　車　小　売　業
1，064円

の両方の適用を受ける場合には、

高い方の最低賃金が適用されます。

大阪府最低賃金

（和5年10月1日）

←一一・一旧n－’一一…一已一旧旧旧旧一’一旧旧帽’一旧一…一一一’一一…べ、
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賃金引上げ・就業環境整備をご検討の事業主の皆様へ

1　働き方改革や経営改善に向けた相談先

鯵大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター
　中小企業事業主からの賃金弓1上げに向けた労務管理に関する相談に対して、

労務管理等の専門家による窓口等での相談、

　詳しくは　TEL：0120－068－116

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顯　異

鯵大阪府よろず支援拠点
　売上拡大や経営改善など、経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します。

　また、地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な支援

機関等を紹介します。

0　　回

詳しくはTEL：06－4708－7045 どの支援が合うか迷ったら、

2　賃金引上げを支援する制度
大阪働き方改革推進支援・賃金相談　　　゜°

センターに相談してみてね！

漂業務改善助成金　※’喰向け
事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金） を一定額以上弓1上げ、生産性向上に

資する設備投資等を行う中小企業者等に、その設備投資等に要した費用の一部を助成

する制度です。

詳しくは　業務改善助成金コールセンター TEL：0120－366－440
⇔．≡一一一一一

舘キャリアアップ助成金　※ノ・企 以　も‖用ロ能

　有期雇用労働者等非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため

賃金引上げ等の処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

　詳しくは大阪労働局職業安定部雇用保険課
大阪市中央区常盤町1－3－8 中央大通FNビル9階TEL：06－7669－8900

一一一一

館その他の賃金引上げ支援制度
（1）中小企業向け賃上げ促進税制

青色申告書を提出している中小企業者等が、 一定の要件を満たしたうえで
賃金引上げを行った場合、その増加額の一定割合を法人税額（又は所得税額）

から控除できる制度です。

詳しくは、中小企業税制サポートセンター TEL：03－6281－9821

（2）企業活力強化貸付（働き方改革推進支援資金）

　　事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）

　対し、設備資金や運転資金を2億7千万円までは特別貸付で融資します。

　　　詳しくは、日本政策金融公庫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　回提

（3）中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金）

　　経済社会の変化に対応する思い切った事業再構築を支援する補助金。業況が厳しく
最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者には最低賃金枠にて引き続き補助率・採

択率を優遇。

詳しくは、事業再構築補助金事務局］一ルセンター TEL：0570－012－088

（4）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）

　　中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・

　生産プロセスの改善等を行うための設備投資等を支援します。
詳しくは、ものづくり補助金事務局サポートセンター TEL：050－8880・4053

8賃金弓1き上げ特設ページを開設！
　賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や賃金引き上げに向けた政府の

支援策など賃金弓1き上げのために参考となる情報を掲載しています。

鴎懇
鴎



事業主の皆様へ
（う厚生労働省蒜：灘㌫＿。

02023年10月力・らキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」が始まりました。
○労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に、労働者1人につき最大50万円を助成します。

○支給申請の事務手続きも簡単になりました。

［〉

パートタイム・有期雇用男働法
キャラクターrパゆう1ぢvん

「社会保険適用時処遇改善コース」を新設しました！

（1）手当等支給メニュー

要件
1人当たり
　助成額

①賃金の15％以上を追加
　（社会保険適用促進手当）

1年目

　20万円
②賃金の15％以上を追加

（社会保険適用促進手当）

3年目以降、③の取組

2年目

　20万円

③賃金の1896以上を　額
3年目

　10万円

（2）労働時間延長メ＝ユー

週所定労働
時間の延長

賃金の
増額

1人当たり
　助成額

4時間以上 一

3時間以上
4時間未満

596以上

2時間以上
3時間未満 1096以上

30万円

ユ時間以上
2時間未満 15％以上

◆欝1灘醸誌唖，収入を減。さな。よ。灘醗蹴襯㌘説雛後
手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として　　　2年目に（2）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

社会保険料の算定対象としません。

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

2024　　　6　　1　31　　’に取組を開始する場合

キャリアアップ計画書は2024年1月までに管轄労働局に提出してください

く申請スケジュールの例〉※給与を月末締め翌月15日払いで支払い、手当等支給メニューを選択した場合

R5，10 R5，11 R5，12 R6．1 R6，2 R6．3 R5．4 R6，5 R6．6 R6」 R6，8 R6．9 R5．10 R6，11 R6．12

★ ★ ★ ★ ★ ★R5

　10月

　　作社会保険加入

手 の支結等 か月分） 韻 頂期田〔2 月間）

★ ★ ★ ★
11月

　　？社㎜入

手 の支給等（ か月分） 支 ■期間（2 月間）

社
会
保
険
　
の
加
　
入
時
期

★ ★ ★ ★
12月

　　儒社蜥険加入

手 の支給■ か月分） “周閲（2 月間）

★ ★ ★ ★ ★R6

　1月

　　6社撒加入

手 の支緒等（ か月分） 支結 論周岡（2 月閥）

こ、・7ご・長
　　　・確〉’

s卓三調
》　　　　　　ち

頴ぷ翻
注轟鍵　　　　「

キャリアアップ

　　計画書

令和6年1月ヨ坦までに

　提出（特例期間）

章ぷ燈鰐醐奪鱒滞
・鞭骸

第1期支給対象期

第z期支給対象期

★　給与・手当の支va

（※）　本助成金の支給を受けるためには、手当の支給等の取組を6か月行うごとに、2カ、月以内に申請することが必要です。
（※）　2024（令和6）年2月1日以降に手当の支給等の取組を始める場合は、取組を開始する前日までに、キャリアアップ計画を提出してください。



対象となる労働者をチエツクしましよう！

雇用している短時間労働者の中に、2023（令和5）年10月以降、
　新たに社会保険の被保険者の要件※1を満たす方はいますか。

　その労働者は、以下の①、②の両方に該当する方ですか。
①　社会保険加入日の6か月前の日以前から継続して雇用されている。

②　社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入し

　　ていなかった。

　その労働者は、社会保険の被保険者となってから2か月
以内に、週所定労働時間を一定時間延長すること※2がで
きますか。

その労働者b滝酬倹に加入してから最長2年間の
手当※3等の支給後の取扱いについて、労使で話し

合いを行う予定ですか。

その労働者は、社会保険の被保険者と

なった日力、ら1年が経過した時点で、

労働時間の延長ができる見込みですか。

※1’厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上である事業所の場合は、週の所定労働時間が20時間
　　以上かつ所定内賃金が月額8．8万円以上で学生ではないこと。100人以下の事業所の場合は、週の所
　　定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者であること。
※2　週所定労働時間を4時間以上延長、または3時間以上延長するとともに基本給を5％増額改定する

　　等の措置。詳しくは、表面の「（2）労働時間延長メニュー」をご覧ください。
※3　社会保険適用促進手当（標準報酬月額が10．4万円以下の者に対して、事業主が支給する場合、最長

　　2年間、社会保険の標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に含めない取り扱いとする手当）



「年収の壁・支援強化パッケージ」

パート・アルバイトで働く方が

「年収の壁」を意識せず

に働ける環境づくりを後押しします。

年収106万円以上となることで、

厚生年金・健康保険に加入するため、

保険料負担を避け、就業調整してしまう。

　　　　　　　▼

ダ

年収130万円以上となることで、

国民年金・国民健康保険に加入するため、

保険料負担を避け、就業調整してしまう。

　　　　　　　　▼

パート・アルバイトで働く方が、

繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、

　　が一　・に上がっことし

ても が　の1＝を証日

することで、

　き、、き EN・　がロAIS

となる士t　を　Lま

c＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。＿＿，
治この他に「配偶者手当への対応」もあり、各対応の詳細は裏面をご覧ください。

年収の壁突破・総合相談窓口　　　　　　　　　　　　　　年鍵覧鶴る

　　　　　　　　　　　　　　　　　ひと　くらしロうらいのために　　　　　　　　　　　　　　（う癬鱒燃



◇企業への支援【キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善：コース」】　詳細はこちら

（1）手当等支給メニュー　　　　　　　　（2）労働時間延長メニュー
可“タ司　gP、　tt’t「鴨1tt，　1、∨ペヂ「Fム、∨1pF、「‘tn’°°

萎

【＜活用イメージ＞

1　　【加入前】
1　　（時給1，000円）
‘

週所定労働　　賃金の
時間の延長　　増額
　　　　　　　　’　．　F～　　P　7　TW　　Hーピ　．　　A’　A

4時間以上

　　1人当たり
　　助成額一’、i－．＿＿．一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3時間以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5010以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4時間未満
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2時間以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10％以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3時間未満

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1時間以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15　o／o以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2時間未満
　　助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3／4の額。
　　1年目に（1）の取組による助成（20万円）を受けた後、2年目に（2）の取組による助成（30万円）を受けることが可能。

◆社会保険適用促進手当

事業主が被用者保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合

は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。

ヂコロのののロコ　コ　ロエヰコづロパふコ　ぷ　ココロコロ　　ロコロパの　　　コココのコココ　コエロ　ロロ　ロロロロロ　ロエのパのコぷロコ　ロロロコヰロバ　ロ　ロ　づパロロロコの　コエココチココのコココエぷコココココココロエエロロロ　ヰロロコロロな へ

　　　　　　　　時給が上がり（年収104万→106万円）厚生年金・健康保険に加入した場合

※

【加入後】

（時給1，020円）

　　　　　　講繋口鍵
一秦

　　　保険料は、厚生年金、健康保険（協会けんぽ）等の保険料率で計算した場合の労働者本人の負担額。

　　なお、手取り収入は税金については考慮していない。
、－r一丙．・一一一一≡”一・一．－H－P＿，一一一一一一一＿＿●●＿＿’－N－一■一■一一＾一≡一’一一一■一一’一’N＿一⇔M－＿一一一宍■－H’一一一≒一●■H－＿⇔●’一＿H＿－P“一’一旨一一一一一一一一≡一≡一一一一H＾一一一一≡一一’
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令事業主の証明による被扶養蓄認定の円滑伎1
　（例）毎月10万円で働くパートの方が残業により一時的に収入増になった場合

　　　　R4，10　　　　　R4．12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R5．10

　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

残業

配酬

‘

証
明主

1
繁忙期に労働時
間を延長し残業

扶養確認

年収120万円見込　　　　一，tEmaZSX互巴

企業の配偶者手当の見直しが進むよう、　直　の　　を　ロー　　一　で示

　かt　　Niミを　　・ハ　しました。

詳細はこちら



パート・アルバイトで働く

　　お困りの皆さまへ

年収130万円以上になると、

国民年金・国民健康保険の保険料支払いにより

手取り収入が減ってしまうため、

　　　・で士　はあるのに、　＜日日を誰　している。

c
∧

n

ドずマ　　マぬのニバ　コサソぶごひででコピガげまねコマギゴおをトぶてれたコパこごるマコにてコエ　ロソうニガニひり　ア　　コニれのコばごラ ヨ
1パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなど

1にょり、　が一日・に上がったと　ても

が　の1を≡日することで、　き、き　　に　り，、

1ることがロecとなる士1　を　りま

：c
）

ゆ事業主の証明による被扶養者認定の円滑化

（例）毎月10万円で働くパートの方が残業により一時的に収入が増え、年収130万円以上になった場合

　　　R5．10　　　　　　R5．12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R6．10

　　　　　　　　］　δ　　　　　　　m　　’

被扶養者の
収入確認

年収120万円見込
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ト
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被扶養者の
収入確認

カ　ロロ

■》詳しくは、裏面もご確認ください。

　　　　　　　　　　　　θ鷲繊鴛



「130万円の壁」への対応に関するよくある質問について

どのような収入の増加が対象となりますか？

職場の人手不足に対応するため、働く時間を延ばしたことな
どによる一時的な収入変動が対象となります。

いつからの収入が対象となりますか？

今後行われる被扶養者の収入確認で確認の対象となる過去の
収入が対象となります。詳しくはご加入の健康保険組合等に
ご確認ください。

「一時的な収入変動」であることをどのように証明をすれぱ

いいですか？様式は決まっていますか？

勤務先の事業主が一時的な収入であることを証明することに
なります。証明の様式は厚生労働省のウェブサイトにて公開
しています。

2つ以上の事業所に勤務している場合も対象となるのでしょ
うか？

対象となります。証明については、人手不足に伴う労働時間
の延長等を行った事業主から取得してください。

私の働き方で引き続き被扶養者として認定を受けられるか心
配です。どこに相談すればよいですか？

まずはご加入の健康保険組合等にご相談ください。

〉この他、厚生労働省ウェブサイトによくある質問を掲載しています。
　厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ（htt　s／w　mh！w　o／stf　ta｜uOOI　OO　O2　htmD

年収の壁突破・総合相談窓口

函．0120－030－045　　受付時間
　　　　　　　　　　　（土日・祝日　　　（フリーダイヤル・無料）

　　　　　　　　　　　年収の壁に関する
　　　　　　　　　　ぽ　カゆ　ウェブサイト



　　　　　配偶者手当を見直して

若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか？

いわゆる「年収の壁」対策

■今年は30年ぶりの高い水準での賃上げ。地域別最低賃金額の全国加重平均は

　1，004円となった。

■短時間労働者にもこのような賃上げの流れを波及させていくためには、本人
　の希望に応じて可能な限り労働参加できる環境作りが大切。

■わが国では、2040年にかけて生産年齢人口が急減し、社会全体の労働力確保

　が大きな課題。既に、企業の人手不足感は、コロナ禍前の水準に近い不足超

　過となっており、人手不足への対応は急務。

■当面の対応として、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」をとりまとめ、

支㈱台゜

，’　　　　　　　　”　一　　　　’　ヨ

私たち企業の配偶者手当と「年収の壁」は何の関係があるの？

晶　　　　例えば、夫の会社の配偶者手当をもらうため、他社で働いている妻が、　　　　手当受取りの収入基準を超えないように働き控え

をする場合もあるんだ。

このため、社会保障制度だけでなく、企業の配偶者手当が、いわゆる
「年収の壁」として、就業調整の一因となる場合があると聞いたよ。

※配偶者のいるパートタイム労働者の就業調整の理由：
被扶養者認定基準（130万円）57，3％、被用者保険加入（106万円）2し4％、配偶者手当15．4％

なるほど。その場合、配偶者手当を見直す必要があるのかもしれないね。

　　　　そうだね。配偶者手当を見直すことは、自社の人材確保のためにも役晶　　　　立つよ。

配偶者手当の原資をもとに、共働きの方や独身の方、能力開発に積

極的な方など、いろいろな方が活躍できる賃金・人事制度を改めて考
えるいい機会になると思う。

配偶者手当を支給する企業は減少傾向なんだ。

働く意欲のあるすべての人が、「年収の壁」を意識することなく、そ

の能力を十分に発揮できるような環境の整備にみんなで取り組んでい
けたらいいね。

（う鷲㌔鴛



4ステップのフローチャート
賃金制度の円滑な見直しに向け、次のチャートを参考に進めてみましょう

　　　　　　　　　　　　　　　　▼

　　　　　　　　　　　　　　　　▼

濾
瓢
購
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騰
灘
騰
鼎

r・11

羅1鷲鑑震蔑留意点，

　　　・労使での丁寧な話し合い
　　　・賃金原資総額の維持

　　　・必要な経過措置
　　※【「配偶者手当」のあり方の検討に向けて　実務資料編】P8やP30を参考
　　　に、従業員の納得感があるものにしましょう　　　　　　　　　・
　　※留意すべき法律や判例についてはP12以降をご参考ください

　　　　　　　　　　　　　▼
　決定後の新制度の丁寧な説明
　見直しの影響をうける従業員に丁寧な説明を行い、新制度を従業員の

　満足度向上につなげましょう

ξ㌶誌㌫；の検訓、向けて実務酬編騒

i
I

l・配偶者手当の廃止（縮小）
1・配偶者手当の廃止（縮小）

い配偶者手当の廃止（縮小）

い配偶者手当の収入制限の撤廃

＋　基本給の増額

＋　子ども手当の増額

＋　資格手当の創設

など

輯相・ll

＿1
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詳細は、厚生労働省ウエブサイト
「配偶者手当の在り方の検討」にまとめています。

（R5．10）


